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（１）排気フード（排気ダクト）に設置
する半密閉式湯沸器 

● 厨房⽤排気ダクト等に半密閉式湯沸器
を接続することは禁⽌されています。
告⽰＊の条件を満たせば、業務⽤厨房
ダクト・フードへの接続を認めていま
す。（建築基準法令） 
＜告⽰の条件＞ 
①ダクトには換気上有効な換気扇等が

取付けられ、かつ、ダクトは、換気
上有効に直接外気に開放 

②排気筒内の排ガス温度は、排気ダクトに連結する部分において６５℃以下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③排気筒内の燃焼排ガスの温度が排気ダクトに連結する部分において６５℃を超えた場合に⾃動的に作動を停⽌す
る装置の取付 

※②と③を満たしている機器は、ダクト接続可能な防⽕性能評定品として銘板表⽰があります。 
※特監法資格者が監督⼜は施⼯します。 

（２）ガス機器の排気 
● ガス機器の排気量を算定する場合、ガス機器の同時使⽤状況を特定することが可能な場合を除き、設置する全ての

開放式ガス機器のガス消費量の合計とします。 
● 排気フードに湯沸器を設置する場合、排気ダクトの⾵量が⼗分か確認します。それぞれの⼯事説明書を参照し、設

計・施⼯します。 

（３）換気量 
● 機械換気等では、設計者が必要⾵量、ダクト断⾯積（ダクト内⾵速）、圧損計算、排気⽤送⾵機（給気⽤送⾵機）

の選定などを⾏います。 
厨房内は、厨房機器の使⽤と各所の洗浄消毒作業に伴って、熱、臭気、油煙、及び多量の⽔蒸気が発⽣するため、
環境衛⽣と労働安全及び⾷品衛⽣の観点から換気量を⼗分考慮します。 

（４）事故事例から注意する事項 
● 過去の事故事例から給排気設備上の不具合及び使⽤上の不具合が有ります。 

＜排気ダクト＞ 
１）設備上の不具合状況 

①排気フード故障  ②排気ダクトの⾦網⽬詰まり＋出⼊⼝閉 
③排気ダクトにすき間有り（排ガスもれ） ④排気ダクトと換気扇が50cm開いている 

２）使⽤上の不具合状況 
①排気フード内換気扇作動せず  ②排気フード内換気扇作動せず＋ドア閉め（給気⼝無し） 

＜給気⼝＞ 
給気⼝⼩さく、位置不適（排気フードは作動） 

● 給気⼝が無い場合が散⾒されます。必ず給気⼝を設置します。 
● 経年により不具合が発⽣する場合があります。⽇常の点検および定期的なメンテナンスの必要性を、「点検・調査」

時などで使⽤者に周知します。 
 

＊ 建設省告⽰第1826号（昭和45年）（換気設備の構造⽅法を定める件）第４第四号 

1.3 排気フード（排気ダクト）と給気⼝による換気 
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1.4 安全対策 

参 考 
排気フード（排気ダクト）に設置する半密閉式湯沸器の変遷 
半密閉式のガス機器は本来単独に排気筒を設け、排ガスを直接屋外に排出しなければなりません。また、半密閉式のガ
ス機器の排気筒を排気ダクト等に直接接続して排気ガスを排出することは、ダクト⽕災防⽌の観点から原則建築基
準法等で禁⽌されています。 
しかし、地下街または既存の建築物における業務⽤厨房には、単独で排気筒を設けることが著しく困難な場合があります。
このような場合建築基準法告⽰の条件を満たした場合、排気専⽤ダクトに接続することができます。〈⼀般家庭には適⽤しま
せん。〉 
排気フード（排気ダクト）に設置することができる半密閉式湯沸器の変遷について、紹介いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 湯沸器を設置するにあたっては、それぞれの工事説明書を参照してください。 

＜排気トップの位置、排気ダクトの必要風量、給気口など＞ 

 

（１）排気ダクトの安全対策 
排気フードを介して、排気ダクトで排出する場合は、油脂対策、逆流防⽌対策及び異常時のガス遮断等の安全対策
を考慮します。 
①油脂対策 

・グリス除去装置（グリスフィルターなど） 
・レンジと半密閉式湯沸器を設置する場合、⼗分距離が

取れない時は半密閉式湯沸器に油脂分が流⼊しない措
置（仕切板取付） 

②逆流防⽌対策 
・⾵の影響によるダクト内排ガスの逆流防⽌ 
・共⽤ダクトから各枝ダクトへの排ガスの逆流防⽌ 

③異常時のガス遮断 
・遮断システムはハード⾯から望ましいが課題があり、ソフト⾯で対応 

● 排気ダクトに換気扇等が設置されている場合、ガスの使⽤にあたって、使⽤者が容易に換気扇等を作動させること
ができる設備にします。 

・例えば、ガス機器近傍への換気扇スイッチ設置、換気扇と照明設備との連動など。また、中央管理⽅式の機械
換気設備では、その運転状況がガス機器設置室で容易に確認できる表⽰灯等の設置など 
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1.5 厨房機器を交換する時の留意点等 

【図書の参照及びデーター引用について】 

■ ⼀般財団法⼈ ⽇本ガス機器検査協会が発刊している「業務⽤ガス機器の設置基準及び実務指針」の説明⽂章を参照しました。 

（２）禁⽌事項 
● 居室⽤などの空調ダクト・換気ダクト等に煙突・排気ダクトを接続することは禁⽌されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）防⽕上の措置 
● 調理室の内装制限、ガス機器・排気フードなどの設置の際は、可燃物との離隔距離など防⽕上の措置をします。 

（４）業務⽤フード対応型ガス給湯器に取り替えた事例 
右の写真は、従来のＣＦ式ガス給湯器をフード対応型ガス給湯器に交換し、 
ドラフトによる排ガスの逆流を解消した事例です。 
また、エコジョーズ仕様により省エネ化を実現しています。 

 

 

 

 
 

フード対応型ガス給湯器 

◆厨房の給排気設備は、厨房に設置する機器の⼤きさ、数等によって、法令に基づく換気量の値により設計、施⼯さ
れています。 

◆従って、機器の増設や、交換する場合によって設計当初と異なる機器が設置される場合には、必要な換気量が⼤き
く変わることになります。 

◆換気扇の換気量を⼤きくすることができたとしても、排気量に⾒合うだけの給気量も必要になりますので、厨房機
器を選定する場合は、給気量にも注意が必要です。 

◆空気が⾜りない状態で使⽤すると、厨房機器は⼗分な⼒を発揮しないばかりか、場合によっては、⽕災、ＣＯ中毒
事故の原因になる可能性があります。 

 







【出典：東京ガス（株）「ガス業務⽤厨房機器」より】 
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参 考 
燃焼排ガスの拡散を防ぐことは、COの拡散を防ぐことに繋がります。「涼厨」のしくみを紹介しますので参考にして下さい。 



【出典：東京ガス（株）「ガス業務⽤厨房機器」より】 
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第4章 ＣＯ中毒事故事例等 

 
 
 
 
 

この章では、「過去の事例に学ぶ。」をテーマとし、過去の事故事例を分類別に区分し解説しましたので、次の章から
のＣＯ中毒事故対策の理解を深める際の参考としてください。 

なお、この章で取り上げた事例は、ＣＯ中毒事故の代表的な事例を抽出するという視点から紹介しています。 

1. ＣＯ中毒事故の発⽣状況 
令和4(2022)年のＬＰガス事故の発⽣状況については、件数が264件、負傷者数が27⼈、死亡者0⼈で、ＣＯ中毒事故

については、発⽣しませんでした。 

なお、過去の事故では、CO中毒事故1件当たり10名以上の負傷者が発⽣している事故もあることから、ＣＯ中毒事

故が発⽣した場合には、重⼤な結果になる場合が多いと⾔えます。 

【経済産業省産業保安グループガス安全室「ＬＰガス⼀般消費者等事故集計表（2024年2⽉末現在）」に基づく】 
 

図4.1  年別事故件数及びCO中毒事故件数 

 
 

   図4.2    家庭⽤と業務⽤のＣＯ中毒事故発⽣件数        図4.3    ＣＯ中毒事故による死亡者数と負傷者数 
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２.1 事故事例（個⼈住宅等） 

2. ＣＯ中毒事故の主な発⽣原因と事例 

（１）⾵圧帯内に設置（フィンの⽬詰まりのため） 
 

事故発⽣状況  

台所に設置されているCF式⼤型湯沸器（27kW）の
燃焼排ガスが室内にあふれて、⼥性1名（30才）及
び⼦供2名（4才、2才）が軽いCO中毒となった。 

原因  
排気筒トップが⾵圧帯内にあり、排気筒が屋外で⽴
上っていないことから、排気が逆流する状況であっ
た。その上、湯沸器の⽼朽化に伴う熱交換器のフィン 
の⽬詰まりで不完全燃焼を起こしていたため軽い
CO中毒に⾄った。 

再発防⽌対策  
【1】排気筒の横引き限度（5ｍ）に注意する。 
【2】排気筒の⾼さを基準値以上にする。 
【3】排気筒トップを⾵圧帯外に出す。 
※上記の対策が不可能な場合、強制排気式に変更する。 

 

図4.4  ⾵圧帯 

●建物／鉄筋集合住宅     ●機器／CF式瞬間湯沸器     ●給排気⽅式／⾃然排気式 発⽣場所 

排気筒トップは、屋根⾯より60cm以上とし、⾵圧帯の範囲外の位置にあること 

⾵圧帯の⽣じる範囲 
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（２）台所の排気フード内に排気筒を設置したため 
 

 

事故発⽣状況  
建物の共⽤排気ダクトに、湯沸器の排気筒と台所の
排気フードが接続されていた。換気扇と湯沸器が使
⽤状態であり、燃焼排ガスが逆流し、CO中毒で3名
が死亡し、1⼈が重体となった。 

原因  
共⽤排気ダクトに、⾃然排気式の排気筒を接続し、換
気扇を使⽤するとダクト内圧が上がる。この状態で湯
沸器を使⽤したため、燃焼排ガスが逆流し、CO中毒
となった。 

再発防⽌対策  
湯沸器の排気筒を独⽴して設置する。 

（⾃然排気式の排気筒内は、ドラフト⼒を使⽤するこ
とから負圧となる。⼀⽅共⽤ダクトは、機械による押し
込み⼒を利⽤することから正圧となる。したがって両
者を共通のダクトで使⽤することはできない。） 

 

 
 

（３）防⽕ダンパーの設置（燃焼排ガスにより防⽕ダンパーが作動し、排気が阻害されたため） 
 

 

事故発⽣状況  
パイプシャフト内に設置されていたRF式湯沸器 

（28kW）の排気筒が浴室・居室の天井裏を通ってベ
ランダ側まで配管されており、その先端に防⽕ダン
パーが設置され、閉の状態であった。そのため排気筒
から燃焼排ガスが浴室内にもれ、CO中毒により男性
1名が死亡した。 

原因  
湯沸器の燃焼排ガスにより防⽕ダンパーが作動し、
排気が阻害されたため湯沸器が不完全燃焼し、発⽣
したCOが排気筒接続部の隙間からあふれて浴室に流
れ込み、中毒死したもの。 

再発防⽌対策  
【1】排気筒の施⼯は、隙間のないよう正しい接

続⼯事を⾏うこと。（JIS表⽰のされてい
る排気筒を使⽤すること。） 

【2】排気筒に防⽕ダンパーを取付けないこと。 
【3】RF式機器の排気筒等は屋内に設置しな

いこと。 

 

 

 

●建物／鉄筋集合住宅     ●機器／RF式瞬間湯沸器     ●給排気⽅式／RF式（屋外設置式） 発⽣場所 

●建物／鉄筋集合住宅     ●機器／CF式瞬間湯沸器     ●給排気⽅式／⾃然排気式 発⽣場所 
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（４）排気筒トップに⿃の巣 
 

 

事故発⽣状況  
FF式給湯暖房機（28kW）の燃焼排ガスが居間・浴
室等に漏れたため、CO中毒により2家族7名が死亡
した。なお、隣の部屋の住⼈も事故発⽣2⽇前に、気
分が悪いとのことで病院に運ばれていた。 

原因  
20年近くも使⽤していて給排気部の⽼朽化により、
給排気トップの⾦網が破れ、排気筒も腐⾷等により
⽳が開いていたが、機器取替時に給排気部の健全性 
を確認せず再使⽤した。そのため、給排気トップから
⿃が⼊って巣を作り、排気の排出が阻害されて不完
全燃焼した排気が室内に充満し、事故に⾄った。 

 

 

 

 

再発防⽌対策  
【1】屋外設置式または不完全燃焼防⽌装置付の燃焼器に交換する。 
【2】交換できない場合は燃焼器の排気筒を液⽯法・消費設備の技術上の基準に基づき改善する。 
【3】既設の給排気部等を再使⽤するときは、それらが技術基準に適合していることを確認の上、機器設置 を⾏う。

特に給排気部の材質がSUS304⼜はそれと同等以上の耐⾷性を有していない場合は、再使⽤できないこ
とに留意すること。 

（５）気密性の⾼い住宅で換気扇の同時使⽤をしたため 
 

事故発⽣状況  

浴室内に設置されているCF式ふろがま（15kW）の
シャワーを使⽤中に燃焼排ガスが浴室内に逆流し、
CO中毒により⼥性1名が死亡した。 

原因  
浴室内に設置されたシャワー付CF式ふろがまと、⽐
較的気密性の⾼い居室内に設置された換気扇が同
時に使⽤されたため浴室内が負圧となり、その結果、 
排気が円滑に⾏われずに、逆⾵⽌めから燃焼排ガス
が浴室内へ逆流し、さらに酸素が不⾜したことにより
不完全燃焼が⽣じ、CO中毒となった。 

再発防⽌対策  
屋外設置式燃焼器、密閉式、FE式に交換する。
やむを得ない場合は、不完全燃焼防⽌機能付 
CF式ふろがまに交換する。 

●建物／⽊造集合住宅   ●機器／CF式ふろがま    ●給排気⽅式／⾃然排気式 発⽣場所 

●建物／鉄筋集合住宅     ●機器／FF式給湯暖房機     ●給排気⽅式／強制給排気式 発⽣場所 
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（６）排気筒の使⽤材料の不適合による腐⾷のため 
 

 

事故発⽣状況  
脱⾐室に設置されたFE式瞬間湯沸器（28kW）の天
井内排気筒が腐⾷し、燃焼排ガスが室内に充満し、2 
⼈がCO中毒となった。 

原因                                                                     
湯沸器の排気筒は、新築時に機器設置業者と違う業
者が施⼯したものであり、湯沸器から天井内のエル
ボまではステンレス製であったが、天井内の横引き 
部分は亜鉛引き鋼板製スパイラル管（＊）であった。
天井内のスパイラル管が腐⾷して⽳があき、ここか
らあふれた燃焼排ガスが室内に侵⼊した。そのため
COを含んだ排気が室内に充満し、2⼈がCO中毒とな
った。 

再発防⽌対策                                               
新築集合住宅では湯沸器等の取付と給排気設
備⼯事が分離発注されることが多いが、他業 
者が排気筒を施⼯したときは、P.29「（3）同⼀
⼯事において監督者が変る場合の留意」を参
照の上、排気筒の技術上の基準に適合して 

 
 

施⼯されたことを確認の上、機器を取付けるこ 
とが重要である。 

（７）排気筒の接続部のずれ・はずれによるもの 

   
＊スパイラル管：ラセン状に巻きながら帯鋼の両端をハゼ折りにかしめ筒状 

に加⼯した管（ハゼ折りとは、板をまるめて折り曲げ部
を噛み合せ潰して繋げる⼯作⽅法） 
 

 
 

事故発⽣状況  
室内の窓等は閉め切られ、換気扇はなく、レンジフードのファ
ンも使われていない密閉状態であった。湯沸器（17kW）は
浴室の給湯に使⽤されており、点⽕の状態で⽕は消えてい 
た（マイコンⅡで遮断）が外部カバーの内外部及び上部の天
井にすすが付着していた。排気筒は⼆次排気筒の径が⼀次排
気筒の径より細く（130mm→110mm）、かつその接続部が
若⼲ずれて隙間が開いていた。さらに屋外の⽴ち上がり部が
150mm程度しかなく、トップも付いていなかった。このため、
燃焼排ガスが室内に流⼊し⼀家5名全員が死亡した。 

原因  
燃焼器と排気筒の接続部がずれていたため、そこから燃焼
排ガスが漏れ、室内に流⼊し、酸素不⾜から不完全燃焼と
なったもの。 

再発防⽌対策  
【1】屋外設置式または不完全燃焼防⽌装置付の燃焼器

に交換する。 
【2】交換できない場合は燃焼器の排気筒を液⽯法・

消費設備の技術上の基準に基づき改善する。 

 

 
 

●建物／鉄筋集合住宅     ●機器／CF式湯沸器     ●給排気⽅式／⾃然排気式 発⽣場所 

●建物／鉄筋集合住宅     ●機器／FE式瞬間湯沸器     ●給排気⽅式／強制排気式 発⽣場所 
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（８）屋外式湯沸器が物置内に設置されたため（囲い込み） 
 

 

事故発⽣状況  
屋外式湯沸器（35kW）が浴室に隣接した物置内に設置さ
れており、シャワーを使⽤中に何らかの原因で湯沸器が⿊煙
を発⽣するほど不完全燃焼を起こしたため、多量の⼀酸化 
炭素が浴室ガラリ等から浴室内に侵⼊し、CO中毒により1
名が死亡した。 

原因                                                                                
屋外式湯沸器の設置場所は、居住部分の外側で壁⾯に隙間
もあるので販売事業者は屋外と認識し、調査時等に改善を
指摘していなかった。しかし、現地確認の結果、四⽅が囲まれ 
ており、屋内と判定された。また、今回と同様な燃焼不良が5回
発⽣しており、その都度、機器メーカー、販売事業者等の点検
修理を受けていた。湯沸器の鑑定結果では、特に故障は認め
られず、不完全燃焼を起こしたのは設置条件によるものと推
定された。 

再発防⽌対策                                                         
⾞庫兼物置（屋内）に設置されている屋外式湯沸器を
屋外に設置する。 

 

 

●建物／⼀般⽊造住宅     ●機器／RF式湯沸器     ●給排気⽅式／屋外設置式 発⽣場所 
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発⽣場所 
●業務⽤施設（ラーメン店）でのコンロによるＣＯ中毒事故 
●建物／鉄筋コンクリート造り５階建 飲⾷店（１階） ●設備概要／供給形態：体積販売 50kg×18本 
● 被害状況／⼈的被害：ＣＯ中毒死亡者１名（Ｂ級） 物的被害：なし    ●安全機器／ＣＯ警報器：設置なし 

（７）換気不良による事故（換気不良・⻑時間使⽤） 

 

通⾏⼈より、飲⾷店内で煙が充満しているとの通報を受け、
消防が駆けつけたところ、店内で従業員が倒れているのを発⾒
し、病院に搬送したが、ＣＯ中毒により１名が死亡した。 

 推定原因                                                                         
従業員が換気扇を作動させない状態でコンロを⻑時間使⽤
したため、店舗内が酸⽋状態となり、当該コンロからＣＯが
発⽣し、ＣＯ中毒に⾄った。 

 
 

 防⽌対策  
・業務⽤厨房施設等の所有者及び従業員に対し、業務⽤厨房での燃焼器使⽤について注意喚起⽤のチラシ等を使⽤し、

特に「換気」について周知を⾏う。 
・業務⽤換気警報器の設置を推進する。 

 

（８）換気不良による事故（燃焼不良・換気不良） 

 
 

 事故発⽣状況  
そば、うどん等を供する飲⾷店の厨房で業務中
に従業員２名がＣＯ中毒のため倒れた。病院に
搬送される途中で意識が戻り⼊院したものの
⼤事に⾄らなかった。 

 推定原因                                                    
事故当時は窓を閉め、換気扇も作動させずにゆ
で麺器を使⽤していたため、換気不良により不
完全燃焼を起こし、ＣＯが発⽣し、濃度が⾼まっ 
たものと推定される。消防の調査でゆで麺器の
排気⼝に多量のすすが付着したうえ、熱交換器
⼊⼝も⽬詰まりしていることが確認された。 

 再発防⽌対策  
・業務⽤厨房施設等の所有者及び従業員に対して、注意喚起⽤のチラシ等を使⽤し、特に「換気」について周知を⾏う。ま

た、業務⽤厨房での燃焼器の正しい使い⽅及び燃焼状態等に不具合がある場合の連絡⽅法についても周知を⾏う。 
・業務⽤換気警報器の設置を推進する。 

発⽣場所 
●業務⽤機器（ゆで麺器）によるＣＯ中毒事故 
●建物／鉄⾻造１階建（飲⾷店） ●設備概要／供給形態：体積販売 50kg×４本 
● 被害状況／⼈的被害：ＣＯ中毒軽症２名 物的被害：なし    ●安全機器／ＣＯ警報器：設置なし 

事故発⽣状況 
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3. 事故事例のまとめおよび再発防⽌対策 

 事故事例のまとめ  

排気筒を有する燃焼器のＣＯ中毒事故は主として強制排気式・自然排気式湯沸器およびふろがまで発生している。 

事故原因は、「排気筒の未設置｣、「鳥の巣等による排気障害｣、「排気筒のずれ又は外れ｣､「排気筒トップの未設

置」等、排気筒の構造的欠陥によるものが多く、液化石油ガス法に定める「消費設備の技術上の基準」を遵守す

ることが事故の防止に当たって極めて重要である。 

 

 留意点  
ＣＯ中毒事故の発生原因は、主として給排気設備の不備等によるものが多いことから、機器設置監督者は、当該

工事が技術基準に適合しているかどうかを常に確認することが重要です。 

更に、燃焼器の設置に際しては、機器に関する知識はもちろんのこと、設置位置、給排気の規模・構造等について

の知識、現場の状況に応じての判断力が必要です。 

このため、日頃から作業従事者の社内教育・訓練を十分に行っておくことが重要です。 

 

 再発防⽌対策  
以上のような観点から、燃焼器の使用に伴うＣＯ中毒事故を未然に防止するために具体的な事例を以下に

述べます。 

① 屋内設置の燃焼器で不完全燃焼防止装置のついていない開放式湯沸器、開放式ガスストーブ、半密閉式燃

焼器から、屋外設置式燃焼器、密閉式燃焼器、不完全燃焼防止装置付燃焼器への交換を推進する。＊1      

また、構造的に排気筒等の取替が不可能な場合はＣＯ警報器の設置を推進する。＊2 

②  燃焼器の使用状況や設備状況などを把握した上で、使用上の注意事項として換気が不十分な状態で使用

すると不完全燃焼によるＣＯ中毒をおこし、死に至るおそれがある旨を注意喚起する。 

③ 給排気設備と機器本体の施工者が違う場合は、P.17「（3）同一工事において監督者が変る場合の留意」を参

照の上、それらが基準に適合しているかを確認する。（排気筒など目視確認できない場合や、燃焼器の機能が

確認できない場合は、それらの施工者への問い合わせや図面により行う。特に使用材料の材質については目視

確認が難しいので留意する｡） 

④ 特に業務用厨房では、建物の構造、機器のレイアウト、消費者の使用方法等についてその状況を十分把握し、

給排気状況や給排気設備・燃焼器機のメンテナンス・使用方法等について実態に応じた適切なアドバイス、周

知等を消費者に行い、不適切な場合には是正してもらう。＊3 

⑤ 排気筒等を設置する場合は、接続部の差し込みが充分であり、抜け出し防止措置が取られているかなど、排

気筒等の施工上の基本的な事項が守られているかをチェックする。 

⑥ 特定工事事業者についても、作業従事者に対して各法令に基づいた「消費機器・消費設備の技術基準」を遵

守するよう社内の教育・訓練体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

※1「第５章    安全装置（不燃防）のある燃焼器への交換の促進」参照 
※2「第７章   保安機器等」参照 
※3「第６章   業務⽤厨房での事故防⽌」参照 



51  

事故例1 

4. ＣＯ中毒事故に係る判例 

消費者が無断でガスを使⽤していたが、販売店は換気設備不備の注意喚起を怠ったとして、７割の過失割
合を認めたケース 

 事故概況  

店舗併用アパート１階で、消費者の妻が入浴中、一酸化炭素中毒で死亡した。このアパートは２ヶ月前に完成し、

販売事業者は家主の依頼で浴室に湯沸器（19kW）を設置し、入居の際は連絡するよう口頭で伝えていた。しかし入

居の連絡がないまま、新入居者が販売店に無断で中間ガス栓を開きガスを使用していた。浴室は高窓が１つあるだ

けで上下部吸排気口はなく、排気筒は取付けてあったが、窓・戸を閉めると密閉状態であった。 

 賠償請求要旨  

被害者の遺族が、①建築業者に対しては、開口部を閉じると密閉状態となる構造の室内でガス湯沸器を使用す

れば不完全燃焼により一酸化炭素が発生し室内に充満しうることを予見し、これを未然に防止する措置を講ずべき

注意義務があるのに、これを怠り、漫然とこのような構造の浴室を設計・施工した過失により、②販売店に対しては、

消費量の大きい湯沸器は室外に設置するか、室内に設置するにしても安全な排気口を設け、ガスの供給を開始す

る際は湯沸器の使用者に対してその取扱い方を十分に説明するなどして、不完全燃焼による一酸化炭素中毒事

故を未然に防止すべき注意義務があるのに、これを怠り、法令による資格のない従業員を使用して浴室に排気口を

設けることなく湯沸器を設置し、その使用方法について何の説明もなさず、漫然とガスの供給を開始した過失により、

事故を惹起（じゃっき）せしめたとして提訴した。（損害賠償請求額2,058万円弱） 

 地⽅裁判所判決（54.10.2）  

原告側の主張をほぼ認めた。新入居者が販売店に無断で中間ガス栓を開きガスを使用していたことについては、ガ

スを容易に使用可能な状態にしておいたのであるから、契約締結の有無は過失の存否を決する事由とはなりえない、

と判示した。被害者についても、狭隘（きょうあい）な室内で燃焼器を使用する場合は空気の流通について意を用い

るべきであり、高窓を10 ㎝程度開放すれば事故は防げたものと認められ、また開き戸をいくばくか開放して湯沸器を

使用すべきであったといえるから、被害者の不注意もその原因をなしているということができる、として３割の過失相殺

を行った。（損害賠償金1,529万円） 

 ⾼等裁判所  ⽀部判決（55.11.18）  

①ガス機器の販売、設置に従事する者は、当該機器の設置条件や使用方法によっては生命・身体に危害が及ぶこ

とがあり得るのであるから、これを未然に防止すべく万全の配慮を行うべきであり、ことにガス消費量の比較的多い燃

焼器を浴室内に設置する場合には空気の供給不足によりガスの不完全燃焼が生じて一酸化炭素が発生充満し、

それによる中毒事故の発生が予見されるのであるから、空気の供給を充分に確保する措置を講じたうえで当該機器

を設置するか又は当該機器を使用する者に対して安全な使用方法が了知できるような措置を講じ、もって事故の発

生を未然に防止すべき注意義務がある、②販売店は本件湯沸器を販売・設置するとともに湯沸器とガス本管との間

の配管工事を行い、各元栓は閉じていたものの、ガスを使用しようと思えば簡単に操作して自由に使用できる状態に

した以上、ここにおいて前記の注意義務が発生すると解すのが相当であり、明示的なガス供給契約の締結の有無は

販売店の過失の存否に何ら影響を与えるものではない、③販売店は湯沸器の使用方法については特に説明をしな

かったことが認められ、安全な使用方法を了知させる措置も講じなかった過失がある、④湯沸器は家屋の改築工事

完了後設置されたものであって、工事施工の際は知らなかったと認められ、本件事故の発生を予見することはできな

かったのであるから、建築業者には事故の発生につき何等過失はない。（損害賠償金 販売店 1,957万円） 
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販売店が不法⾏為の責任を負うとされたが、消費者の過失もある程度認められることから販売店が和解⾦
を⽀払ったケース 

 事故概況  
消費者宅で一酸化炭素中毒事故が発生し、次男が死亡し、消費者が重症を負った。 

調べによれば、消費者が朝起き出し、灯油ストーブに火を付け、台所の２口ガスレンジに点火しキンピラとスキヤキの２つの

鍋をかけ、さらに小型瞬間湯沸器（9kW）にも点火して調理の仕度をしていたが、10～20分後ＣＯ中毒で意識がもうろうと

なり隣の部屋に行き倒れてしまった。２階で寝ていた長男が異臭に気付き階下に下りてみると、消費者が居間で、次男が

奥の部屋の布団の中で倒れていた。 

 賠償請求要旨  
死亡者の両親が販売事業者を相手取り、液化石油ガス法に基づく販売事業者の義務（調査、告知及び措置義務） に

違反して湯沸器の点検調査を行わなかった結果、煤の付着による不完全燃焼の危険に気付かず、これを放置したうえ、

消費者らに危険を通知しなかったという重大な過失によって、事故が発生した。即ち①44年1月に供給開始してから本件

事故発生までの４年間、湯沸器等の点検調査を全くしなかった、②湯沸器の自動点火不能を知らされながら、点火を試

みただけで、単にプラグが悪いから交換すると言ったのみで放置し、その原因等について調査しなかった、③湯沸器からの湯

が十分に上昇せず、微温湯程度にしかならなかったので、改善措置を求めたところ、使用に差支えない旨述べただけで、何

等の調査及び措置をせず放置していた、との理由で提訴した。（損害賠償請求額合計5,300万円余） 

 地⽅裁判所判決（57.5.28）  

原告側が勝訴した。（損害賠償金 2,525万円余） 

判決理由を要約すると、次のとおりである。 

①消費者は、湯沸器の温度が十分に上昇しないため、販売事業者に改善措置を求めたにも拘わらず､ 

販売事業者は放置し、販売事業者従業員は使用しても差支えない旨述べた、②液化石油ガス法15条４項（当時施行

されていたもの）は「液化石油ガス販売事業者は、その販売した液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求

められたときは、すみやかにその措置を講じなければならない。自らその事実を知ったときも、同様とする｡｣と定めているが、湯

の温度が上昇しない原因として不完全燃焼があり、これを放置すれば本件事故のような災害が発生するおそれがあることは、

専門業者である販売事業者としては十分予見することができるものというべきであり､従って本件湯沸器による湯の温度が

上昇しないことは液石法15条４項の「災害が発生するおそれがある場合」に該当するものと解せられるところ、消費者から湯

の温度が上昇しない旨及びその改善措置を求める旨の通知を受けたのであるから、販売事業者は液化石油ガス法15条４

項によりすみやかにこれに対する措置を講じなければならない法律上の義務を負ったものであり、また、販売事業者は危険

物であるプロパンを販売する者として上記通知に接した場合すみやかにこれに対する措置を講ずべき契約上の義務をも負う

ものと解するのが相当であって、通知を受けながら、販売事業者がその原因を調査して本件湯沸器の吸熱板に付着してい

る「すす」を除去する等の措置をせず放置しておいたことは、販売事業者において上記法律上及び契約上の義務に違反し

たものというべく、因って生じた本件事故につき販売事業者は過失による不法行為の責任を負わなければならない。③上記

通知にも拘らず、販売事業者従業員は使用しても差支えない旨言ったのであるから、専門的知識を有しない消費者が本

件湯沸器の不完全燃焼及びそれによる災害の発生に気付かなかったことをもって、販売事業者の責任を否定あるいは軽

減すべき事由にあたるものと解することはできない。 

販売店は、消費者側が換気の全く行われない75.8ｍ3の室内で、２口ガスレンジ、瞬間湯沸器及び石油ストーブを同時に

燃焼させていた等の点からみて、事故発生の原因につき相当の過失があったと認められるなどと主張して控訴した。 

 ⾼等裁判所和解（58.5.23）  

本事故の原因と販売店の過失に因果関係があることは否定できないが、消費者の過失もある程度考慮する必要がある

として裁判所の和解勧告があり、関係者もこれを受入れた。（和解金合計1,500万円） 

事故例2 
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販売店の注意義務を全く否定することはできないことから、和解⾦を⽀払ったケース 

 事故概況             

アパートで１人住まいの看護師が部屋の窓を閉めきり、風呂場で湯沸器を使って洗濯中、不完全燃焼となり、CO中

毒死した。瞬間湯沸器の排気筒（直径55mm）は煙筒（105mm）に接続し、煙筒の屋外突出部には曲り煙筒が取

付けてあった。そのトップ（防鳥網なし）内に雀が巣を作り、約１ｍの間を完全に塞いでいた。なお煙筒のすぐ傍らの排

気口も雀の巣で詰まっていた。 

 賠償請求要旨  

被害者の両親が、販売店を相手取り、排気筒の設置等に関し注意義務を欠いたとして提訴した。（損害賠償請

求額5,298万円余） 

 地⽅裁判所 ⽀部和解（2.2.8）  

裁判所は、①業界の自主基準に防鳥網付き排気筒トップという項目があり、鳥の巣による事故例が知られるように

なった状況の中で、専門業者としての注意義務を全く否定することはできない。 

②一方、被害者側にも雀の巣でガスの燃焼が悪くなっていることに気付いていながら、これを放置していた可能性が

相当程度推測され、また販売店の注意義務としては「防鳥網付き排気トップという製品を消費者に知らせ、せいぜ

いこれを勧める」程度に過ぎず、事故との因果関係もそれ程強くないことなどから、和解を勧告した。これを受けて、

被害者の過失相殺を５割とすることで和解が成立した。（損害賠償額2,423 万円余） 

事故例3 
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1.2 ＣＦ式（⾃然排気式）ふろがまの安全装置 

第5章 安全装置（不燃防）のある燃焼器への交換の促進 

1.1 ⼩型湯沸器（開放式ガス瞬間湯沸器）の安全装置 

 

 

 

 

 

 
 

この章では、安全装置（不燃防＊）のない燃焼器については、使⽤中の事故が後を絶たない現状にあり、この事
故防⽌の観点から、安全装置の付いている燃焼器への交換を促進する際の参考としてください。 

＊）不燃防︓不完全燃焼防⽌装置 

1. 燃焼器の安全装置 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 ＦＥ式（強制排気式）給湯器の安全装置 
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（１）フィン（熱交換器） 
さび、ほこり等による目詰まりの有無を目視により調査す

ること。 

・熱交換器の表面が錆びていたり、黒っぽく焼けている 

場合は吸熱フィンが目詰まりしている可能性がある。 

 
 
 

（２）燃焼状態 
①バーナの目詰まりの有無を調査すること。 

②炎の色、大きさにより判断すること。 

・正常な炎は内炎と外炎がはっきり分かれて全体に青っ 

ぽい炎で燃焼している。 

・炎が異常に伸びたり内炎と外炎がはっきりせず、全体的 

に赤い炎で燃焼している場合は空気不足である。 

（３）排気筒 
①ずれ、外れおよび隙間の有無を目視により調査すること。 

②汚れ、腐食の有無を目視により調査すること。 

③防鳥網の有無を目視により調査すること。 

④鳥の巣等による閉塞状態を以下の方法で調査すること。 

a. 使用頻度を消費者に確認する。 

b. 鳥の巣の有無を目視により確認する。 

c. 燃焼排ガスの逆流（あふれ）の有無を確認する。 

（４）排気筒が以下の項⽬の基準に適合すること。 
①逆風止め（正しく設置されていること）〔CF式のみ〕 

②排気筒の材料（ＳＵＳ304又は同等以上のもの） 

③排気筒の口径（燃焼器の接続部口径より小さくないこと） 

 

 

 

（正常な炎） （異常な炎） 

④排気筒の立ち上がりの高さ（計算式で得られた値以上であること） 

⑤排気筒トップの形状と位置（雨水等の浸入しない構造であること。排気が妨げられない位置（風圧帯の外） 

に設置されていること) 

（５）燃焼排ガスの逆流（あふれ）の有無 
燃焼器を点火し３分程度後に気流検査器等の煙で調べること。 

ふろがまの調査をする場合には浴槽に水が入っていることを確認してから点火

すること。 

室内に換気扇（レンジフード）が設置されている場合は、作動させた場合と作

動させない場合について実施すること。 

なお、換気扇（レンジフード）を作動させた場合において、気流が正常に流れ

ないときは、同時使用をやめるように注意喚起すること。 

また、このケースのときの合否判定は合格とすること。 気流検査器 

2.2 調査の具体的⽅法 


